
 
 

令和元年度 第１回 横浜市鶴見区地区センター及び横浜市鶴寿荘指定管理者選定委員会 

日 時 令和元年５月 28 日（火）14時 00分～14時 45分 

開 催 場 所 鶴見市場コミュニティハウス 小会議室 

出 席 者 峯尾委員長、大伴委員、兼子委員、烏田委員、坂田委員 

欠 席 者 なし 

開 催 形 態 公開（傍聴者１名）※一部非公開 

議 題 １ 委員長及び職務代理者選出について 

２ 委員会の公開について 

３ 選定スケジュールについて 

４ 公募要項・仕様書・特記仕様書について 

５ 選定評価基準及び審査方法について 

６ その他 

決 定 事 項 １ 委員長及び委員長職務代理者について次のとおり選出された。 

  委員長：峯尾委員 

委員長職務代理者：大伴委員 

２ 委員会の公開・非公開について次のとおり決定した。 

第１回会議：「選定スケジュールについて」以降の議事を非公開とする。 

第２回会議：応募団体によるプレゼンテーションと質疑応答までを公開とし、    

その後の委員による審査部分について非公開とする。なお、応募

団体については他団体のプレゼンテーション及び質疑応答につ

いても傍聴できないこととする。 

３ 公募要項・仕様書・特記仕様書については、原案どおり決定した。 

４ 選定評価基準及び審査方法について、原案どおり決定した。 

  最低基準は合計得点の 60％とする。 

  選定委員会での採点総得点が最も高い法人を「指定候補者」とし、次に総得点

が高い法人を「次点候補者」とする。 

議 事 １ 委員長の選出について 

  「横浜市鶴見区地区センター及び横浜市鶴寿荘指定管理者選定委員会運営要

綱」に基づき、委員長に峯尾委員、委員長職務代理者に大伴委員が選出された。 

 

２ 委員会の公開について 

（委員長）公平な競争のため、以降の議題を非公開としてはいかがか。また、第２

回の委員会についても、応募団体によるプレゼンテーションと質疑応答

のみを公開とし、その後の委員による審査部分を非公開とする。ただし、

応募法人については他の応募法人のプレゼンテーション及び質疑応答

は傍聴できないこととするということでいかがか。 

（委 員）異議なし 

 



 
３ 選定スケジュールについて 

（事務局）今後のスケジュールについて説明 

（委員長）事務局の案どおりでよろしいか。 

（委 員）異議なし 

 

４ 公募要項・仕様書・特記仕様書について 

（事務局）公募要項・仕様書・特記仕様書について説明 

（委員長）事務局の案どおりでよろしいか。 

（委 員）異議なし 

 

５ 選定評価基準及び審査方法について 

（事務局）選定評価基準及び審査方法について説明。 

（委 員）応募書類のブラインド化というのは、どういうことか。 

（事務局）平成 28 年度から、選定委員が企業イメージに捉われず、純粋に提案内

容で審査することができるようにブラインド化を図ることになった。 

（委 員）応募書類の中で、応募団体の公の施設その他類似施設の管理運営に関す

る主な実績を記載する欄があるが、例えば現指定管理者が応募する場合、

運営実績もブラインド化するということか。 

（事務局）ブラインド化の狙いは、企業名から受けるイメージによって、提案内容

によらず審査することがないようにということなので、運営実績について

はブラインド化しない。 

なお、現指定管理者が応募した場合は、第２回の選定委員会で、事務局

から現指定管理者の業務点検等の結果について報告した上で、委員に実績

評価として採点いただくことになる。これもブラインド化ができない項目

になるので、プレゼンテーション及び質疑応答をブラインド化して行った

後に、実績評価に係る報告をするという流れになる。 

（委 員）実績評価は、要求水準どおりであれば０点（加点も減点もしない。）と

いう理解でよいか。 

（事務局）その通り。 

 

６ その他 

（委員長） 議事録の作成は事務局で行い、委員長に確認した上で確定ということ

で、よろしいか。 

（委 員）異議なし。 

（事務局） 応募団体と委員に利害関係がないことの確認として、応募団体判明後

に「確認書」の提出をお願いする予定。 

（委 員） コミュニティハウス運営協議会の役員であることは問題ないか。 

（事務局） 問題ない。応募法人の役員ではないことを確認させていただく書類に

なる。 



 
資 料 

・ 

特 記 事 項 

１ 資料 

 (1) 委員名簿 

  (2) 選定スケジュール 

 (3) 公募要項 

 (4) 仕様書 

(5) 特記仕様書 

(6) 選定評価基準及び審査方法について 

 (7) 横浜市地区センター条例施設運営ガイドライン 

 (8) 指定管理者制度における賃金水準スライドの手引き 

 (9) 横浜市地区センター条例 

 (10) 横浜市地区センター条例施行規則 

 (11) 横浜市鶴見区地区センター及び横浜市鶴寿荘指定管理者選定委員会運営要綱 

 (12) 横浜市鶴見区地区センター及び横浜市鶴寿荘の指定管理者の候補者の選定等に

関する要綱 

 (13) 確認書 

２ 特記事項 

  第２回指定管理者選定委員会は８月 20日（火）に開催予定。 

 


